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１ 調査の概要 
「家庭部門の CO2 排出実態統計調査」は、家庭部門の詳細な CO2 排出の実態等を

把握し、地球温暖化対策の企画・立案に資する基礎資料を得ることを目的として実
施している調査。 

平成 24 年・25 年の試験調査、26 年・27 年の全国試験調査を経て、１年の準備期
間を挟み、平成 29 年度（平成 30 年度公表分）から正式に調査を開始。令和 4 年度
調査結果の報告で 6 年目。 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく一般統計調査として実施しており、統
計法に基づき提出した調査計画に従って調査を実施。 

調査結果は中央環境審議会地球温暖化対策計画フォローアップ専門委員会の議論
に活用されている他、国立環境研究所等における研究データとして活用されている。 
 

２ 調査の対象と選定方法 
 地域的範囲 
全国 
 

 属性的範囲 
店舗併用住宅等を除く世帯 
 

 調査世帯数 
13,000 （母集団数：約 50,000,000） 
（注）母集団は店舗等併用住宅以外の住宅に住む主世帯 
 

 選定の方法 
住民基本台帳を基にした無作為抽出と、インターネット調査モニターからの選

定（有意抽出）の２つの方法によって調査対象世帯を選定。 
 

 住民基本台帳から抽出された世帯（調査員調査） 
対象：  住民基本台帳から抽出された世帯（原則 20 歳以上、6,500 世帯） 
配布：  調査員による訪問で調査票を配布 
回収：  調査員による訪問、郵送又は専用回答画面（オンライン）で調査票

を回収 
 

 インターネット調査モニターの世帯 
対象：  インターネット調査モニターの世帯（20 歳以上、6,500 世帯） 
配布：  インターネット経由で調査票を配信 
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回収：  専用回答画面（オンライン）で調査票を回収 
 

 層設定 
地方 10 区分、都市階級３区分の 30 層を設定。 
 

 地方（10 区分） 
北海道：北海道 
東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 
関東甲信：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 

山梨県、長野県 
北陸：新潟県、富山県、石川県、福井県 
東海：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 
近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 
中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 
四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 
九州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
沖縄：沖縄県 

 

 都市階級（３区分） 
① 都道府県庁所在市（東京都は区部）及び政令指定都市 
② 人口５万人以上の市 
③ 人口５万人未満の市及び町村 

※都市階級における市区町村の別は国勢調査による。 
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表１ 地方別都市階級別調査世帯数（調査員調査） 

地方 都市階級① 都市階級② 都市階級③ 合計 

北海道 220 200 140 560 
東北 200 240 160 600 

関東甲信 500 520 80 1,100 
北陸 220 220 120 560 
東海 220 360 80 660 
近畿 300 380 60 740 
中国 200 260 120 580 
四国 220 140 180 540 
九州 300 200 160 660 
沖縄 120 240 140 500 

全国計 2,500 2,760 1,240 6,500 
 

表２ 地方別都市階級別調査世帯数（インターネットモニター調査） 

地方 都市階級① 都市階級② 都市階級③ 合計 

北海道 213 202 147 562 
東北 190 241 163 594 

関東甲信 497 517 83 1,097 
北陸 219 213 116 548 
東海 218 367 82 667 
近畿 305 387 65 757 
中国 206 265 109 580 
四国 228 136 174 538 
九州 292 197 163 652 
沖縄 123 244 138 505 

全国計 2,491 2,769 1,240 6,500 
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３ 調査事項 

 エネルギー使用量調査票＋基礎情報（令和４年４月のみ） 

① エネルギー使用量及び支払金額（電気、ガス、灯油、自動車用燃料） 
② 太陽光発電について（月別の発電量、売却量、太陽電池の総容量） 
③ 世帯について（世帯員、平日昼間の在宅者） 
④ 住宅について（建て方、構造、建築時期、所有関係、延床面積、居室数、並

びに二重サッシ・複層ガラスの窓、HEMS、蓄電システム及びコージェネレ
ーションシステムの有無） 

⑤ 省エネ行動実施理由について 
 

 エネルギー使用量調査票（令和４年５月～令和５年３月まで毎月） 

① エネルギー使用量及び支払金額（電気、ガス、灯油、自動車用燃料） 
② 太陽光発電（月別の発電量、売却量、太陽電池の総容量） 
③ 属性変化（基礎情報等の変更） 

 

 夏季調査票（令和４年８月のみ） 

① 家電製品等について（テレビ・冷蔵庫・エアコン・照明等の使用状況、冷蔵
庫・家電製品に関する省エネ行動、使用場所ごとの照明種類、照明に関す
る省エネ行動） 

② 夏季の給湯について（給湯器の種類、夏の入浴状況） 
③ コンロ・調理について（コンロの種類、用意する食事の数、調理に関する省

エネ行動） 
④ 車両について（自動車等の使用状況、燃料の種類、排気量、実燃費、使用頻

度、年間走行距離、自動車に関する省エネ行動） 
 

 冬季調査票（令和５年２月のみ） 

① 暖房機器について（保有状況、使用状況） 
② 冬季の給湯について（冬の入浴状況、入浴やお湯の使用に関わる省エネ行

動の実施状況） 
③ その他（世帯年収） 
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４ 集計 
 回答率 

【調査員調査】有効回答率：69.6%（4,522/6,500 世帯） 
【インターネットモニター調査】有効回答率：76.3%（4,957/6,500 世帯） 
【合計】 有効回答率：72.9％（9,479/13,000 世帯） 
 

 集計方法 
集められた調査票は、調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて検査し、必 

要な補足訂正を行った上で集計・分析。 

 
５ 結果の掲載 
（１）掲載方法 

速報値については環境省ウェブサイトに、確報値については e-Stat 及び環境省ウ
ェブサイトに掲載。 

 
（２）公表期日 

速報値：令和５年 10 月末 
確報値：令和６年３月末 

 

６ 集計・推計の方法 
 集計対象 

以下の手順で集計対象を定めた。 
① 令和４年４月から令和５年３月の間に転居・増築・建替を行った世帯等、集計

に含めることが適切でないと判断した世帯を除外した。 
② 電気、ガス及び灯油のエネルギー使用量等が有効1の世帯を集計対象とした。 
③ 調査員調査、インターネットモニター調査を基に両調査を統合した集計を行っ

た。 
  

 
1 電気、ガス及び灯油のエネルギー使用量は、12 回のエネルギー使用量調査のうち４回以上未
回収のものは集計対象外とし、未回収４回未満の場合でも、データ審査により無効回答及び欠
測を補完できないと判定される世帯は集計対象外とした。なお、補完処理の対象は、電気・ガ
スは３回以下、灯油は２回以下の無効回答及び欠測とした。また属性項目については、クロス
審査等により蓋然性が低いと判断される回答を不明又は集計除外とした。 
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表３ 地方別都市階級別集計世帯数 

地方 都市階級① 都市階級② 都市階級③ 合計 

北海道 316 322 218 856 
東北 284 367 230 881 

関東甲信 716 750 113 1,579 
北陸 326 315 164 805 
東海 334 523 121 978 
近畿 430 549 84 1,063 
中国 305 409 171 885 
四国 340 203 252 795 
九州 437 302 217 956 
沖縄 155 340 186 681 

全国計 3,643 4,080 1,756 9,479 
 

表４ 地方別都市階級別集計世帯数の内訳（調査員調査分） 

地方 都市階級① 都市階級② 都市階級③ 合計 

北海道 160 156 99 415 
東北 141 175 108 424 

関東甲信 324 354 53 731 
北陸 155 156 77 388 
東海 158 231 55 444 
近畿 196 242 41 479 
中国 147 199 85 431 
四国 158 99 119 376 
九州 218 136 101 455 
沖縄 83 189 107 379 

全国計 1,740 1,937 845 4,522 
 

表５ 地方別都市階級別集計世帯数の内訳（インターネットモニター調査分） 

地方 都市階級① 都市階級② 都市階級③ 合計 

北海道 156 166 119 441 
東北 143 192 122 457 

関東甲信 392 396 60 848 
北陸 171 159 87 417 
東海 176 292 66 534 
近畿 234 307 43 584 
中国 158 210 86 454 
四国 182 104 133 419 
九州 219 166 116 501 
沖縄 72 151 79 302 

全国計 1,903 2,143 911 4,957   
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 CO2 排出量を推計するための換算係数 
熱量換算係数、CO2 排出量算定のための排出係数は表６、表７のとおりである。

本調査の電気のエネルギー消費量は二次換算（１kWh = 3.6 MJ）である。確報値
では、電気の CO2 排出係数について、当該年度（令和４年度）の値を適用している
2。 

 

表６ 熱量換算係数・CO2 排出量算定のための排出係数 

エネルギー種別 熱量換算係数 排出係数 

電気 3.6 MJ/kWh 表７参照 
都市ガス （各供給事業者の発熱量） 13.95 t-C/TJ 
LP ガス 50.08 MJ/kg 

（比容積 0.502 m3/kg） 
16.37 t-C/TJ 

灯油 36.49 MJ/L 18.71 t-C/TJ 
ガソリン 33.36 MJ/L 18.71 t-C/TJ 

軽油 38.04 MJ/L 18.79 t-C/TJ 
（出典）資源エネルギー庁「2018 年度以降総合エネルギー統計に適用する標準発熱量・炭素排出係数一覧表」2020

年１月 31 日 
資源エネルギー庁「省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書（特定事業者等）記入要領 別添資料２ 
都市ガス供給事業者（旧一般ガス事業者）の供給熱量一覧」2023 年５月 18 日 
日本 LP ガス協会「プロパン、ブタン、LP ガスの CO2 排出原単位に係るガイドライン」2008 年 12 月 

 

表７ 他人から供給された電気の使用に伴う CO2 排出係数 

小売電気 
事業者名 

令和４年度 
基礎排出係数 
[kg-CO2/kWh] 

 

小売電気 
事業者名 

令和４年度 
基礎排出係数 
[kg-CO2/kWh] 

北海道電力 0.533 中国電力 0.537 
東北電力 0.477 四国電力 0.370 

東京電力エナジ
ーパートナー 

0.457 九州電力 0.407 

北陸電力 0.487 沖縄電力 0.710 
中部電力ミライ

ズ 
0.433 その他 （各小売電気事業者

の基礎排出係数） 
関西電力 0.360  

（出典）環境省・経済産業省「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－令和４年度実
績－」2023 年 12 月 22 日 

  

 
2 令和５年 10 月公表の速報値では前年度（令和３年度）の値を適用している。 
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 各標本の結果の推計方法と標準誤差率 
 結果の推計方法 

調査員調査及びインターネットモニター調査の結果を調整係数（ ）と、事後
層化（地方別建て方別世帯類型別）による世帯分布補正係数（ ）を用いて式１
によりそれぞれ算出し、両調査の結果にそれぞれ 0.5 を乗じて統合した。なお、
統合方法は詳細な研究結果に基づいて採用したものである。 

 

【式１】 

̂ = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∙ ∙∑ ∑ ∑  

= , = ∑ ∙  

 ̂ ：あるエネルギー種の全国平均消費量  ：地方 10 区分 
 ：あるエネルギー種のある世帯での消費量  ：都市階級３区分 
 ：世帯分布補正係数  ：建て方２区分 
 ：調整係数  ：世帯類型（単身・２人以上）２区分 
 ：調査対象世帯数（平成 27 年国勢調査（標

本設計時の母集団情報）） 
 ：世帯 

 
 

：集計世帯数 
：調査対象世帯数（令和２年国勢調査） 

  

 
（注１）本項では、調査対象世帯数 を集計世帯数で除した値を調整係数と表記する。 
（注２）本項では、調整係数を集計世帯数に乗じ、その値で調査対象世帯数 を除したもの

を、世帯分布補正係数と表記する。 
 

 結果の標準誤差率 
世帯当たりの年間エネルギー消費量（電気・ガス・灯油の合計）の標準誤差率

は表８のとおりである。 
 

表８ 世帯当たりの年間エネルギー消費量（電気・ガス・灯油の合計）の標準誤差率 

地方 標準誤差率 
北海道 1.8% 
東北 2.4% 

関東甲信 1.3% 
北陸 2.0% 
東海 1.8% 
近畿 1.7% 
中国 1.8% 
四国 1.9% 
九州 1.7% 
沖縄 1.7% 

全国計 0.7% 
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＜参考１＞１人当たり CO2 排出量 
１人当たりの CO2 排出量は、平均の排出量を平均世帯人数で除して算出した。 
なお、１人当たりの CO2 排出量は統計値に基づく加工データであり、統計値とは

区別する必要があるため、参考としている。 
 

＜参考２＞用途別エネルギー消費量の推計方法 
以下の方法により、用途別エネルギー消費量の推計を行った。 
なお、用途別の結果は、温室効果ガスの排出構造の実態把握の上で重要であるが、

推計値であるため、参考としている。 

 

 電気、ガス、灯油の推計方法 
電気、ガス、灯油の用途別エネルギー消費量の推計を行った用途は、①暖房、

②冷房、③給湯、④台所用コンロ、⑤照明・家電製品等の５用途である。なお、
用途別エネルギー消費量には太陽光発電の自家消費量（発電量から売電量を除い
た量）を含む。表９に各エネルギー種の用途推計方法の概要を示す。 
 

表９ 各エネルギー種の用途推計方法の概要 

エネルギー 

種 
用途 

電気 ガス 灯油 

①暖房 電気の月別消費量の冬
季の増分を「暖房」と
する。 

ガスの全量から③、④
を除いた残差を「暖房」
とする。 

灯油の全量から③を除
いた残差を「暖房」と
する。 

②冷房 電気の月別消費量の夏
季の増分を「冷房」と
する。 

－ － 

③給湯 ④を除いた後、③、⑤
の推計式による按分比
から「給湯」を推計す
る。 
 

④を除いた後、給湯の
年平均消費量となる月
を設定し、その 12 倍を
年間の「給湯」とする。 

非暖房期間の灯油消費
量に、地方ごとに設定
した倍率を乗じた値を
「給湯」とする。 

④台所用コンロ 調査で得られた世帯人
数より推計する。 

調査で得られた調理食
数より推計する。 － 

⑤照明・ 
家電製品等 

電気の全量から①～④
を除いた残差を「照明・
家電製品等」とする。 

－ － 

（注）単一用途に使用される場合は、当該用途に全量を計上する。 
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 自動車用燃料の推計方法 
自動車用燃料は、ガソリン、軽油の全量を計上している。 

 

 推計を実施しない世帯 
以下に該当する世帯等は、消費量の全量を把握できない、推計方法がない等の

理由で用途別エネルギー消費量の推計を実施しない。 
① 太陽光発電の発電量又は売電量が不明の世帯 
② 家庭用コージェネレーションシステムを使用する世帯 
③ 融雪機器を使用する世帯 
④ 令和４年４月から令和５年３月の間に給湯器・給湯システム、台所用コンロ

のエネルギー種を変更した世帯 

 

７ 利用上の注意 
① 数量項目（CO2 排出量、エネルギー消費量、機器の使用台数等）では、特に断

りのない限り、使用していない世帯を含めて算出している。 
② 本資料の数量又は構成比の内訳を合計しても四捨五入の関係で合計値又は

100%と合わない場合がある。 
③ 電気の CO2 排出係数について、確報値では当該年度（令和４年度）の値を適用

している3。 
④ 電気のエネルギー消費量は、二次換算（１kWh = 3.6 MJ）である。 
⑤ 本調査結果における世帯当たりエネルギー種別 CO2 排出量、消費量及び支払金

額においては、ガソリン、軽油を含まない。 
⑥ 本調査では、廃棄物と水道による CO2 排出量を調査・推計対象としていない。 
 

 

  

 
3 令和５年 10 月公表の速報値では前年度（令和３年度）の値を適用している。 
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８ 業務の実施機関 
調査に係る業務のうち、調査の実査、集計等については、以下の機関に委託して

実施した。 
（株）インテージ、（株）インテージリサーチ、（株）住環境計画研究所 

 

 

９ 用語の説明 
 世帯数分布（抽出率調整） 
抽出率の逆数に比例した調整係数及び世帯分布補正係数（国勢調査の結果に基

づき、地方、住宅の建て方、世帯類型（単身・２人以上）別に調査世帯の属性分
布の偏りを補正する係数）を集計世帯ごとに乗じて集計した世帯数のことをいい、
本調査では 10 万分比（合計を 100,000 とした場合の世帯数）で表している。こ
れにより、母集団の世帯分布を知ることができる。 

 

 集計世帯数 
実際に集計に用いた世帯数のことをいう。 

 

 電気 
電気事業者が供給する電気のことをいう。太陽光発電システムによる電気は含

めない。 
 

 都市ガス 
ガス事業法における一般ガス導管事業者のガス導管網から供給されるガスのこ

とをいう。 
 

 LP ガス 
ガス事業法における一般ガス導管事業者のガス導管網から供給されるガス以外

のガスのことをいう。 
 

 建て方（戸建・集合） 
戸建とは、１つの建物に１住宅であるものをいう。 
集合とは、２つ以上の住戸がある住宅（共同住宅、長屋建を含む。）をいい、戸

建以外の全ての住宅をいう。 
 

 発電量 
太陽光発電システムにより発電した量をいう。 
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 売電量 
太陽光発電システムにより発電した量のうち、電気事業者が買い取った量をい

う。 
 

 省エネ基準地域区分 
全国を市町村単位別に窓や外壁から出入りする熱性能を評価軸として８つの地

域に分けた区分をいう。 
平成 31 年度（令和元年度）調査より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律（建築物省エネ法）に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令における算出方法等に係る事項（令和元年 11 月 15 日一部改正）」の別表
第 10 に示されている地域区分を適用している。 

https://www.mlit.go.jp/common/001317029.pdf（ｐ.６） 
 

 世帯類型 
世帯員の年齢及び世帯主との続柄により、表 10 のとおり区分している。 

 

表 10 世帯類型の区分 

区分 内容 

単身・高齢世帯 １人の世帯員から成る世帯で、かつ世帯員の年齢が 65 歳以上で
ある世帯 

単身・若中年世帯 １人の世帯員から成る世帯で、かつ世帯員の年齢が 65 歳未満で
ある世帯 

夫婦・高齢世帯 世帯主と配偶者の２人の世帯員から成る世帯で、世帯主若しく
は配偶者の年齢が 65 歳以上である世帯 

夫婦・若中年世帯 世帯主と配偶者の２人の世帯員から成る世帯で、世帯主及び配
偶者の年齢が 65 歳未満である世帯 

夫婦と子・高齢世帯 世帯主と配偶者と１人以上の子から成る世帯で、世帯主若しく
は配偶者の年齢が 65 歳以上である世帯 

夫婦と子・若中年世帯 世帯主と配偶者と１人以上の子から成る世帯で、世帯主及び配
偶者の年齢が 65 歳未満である世帯 

三世代 世帯主との続柄が「祖父母」、「親」、「世帯主」又は「配偶者」、
「子」及び「孫」のうち、三つ以上の世代が同居している世帯（そ
れ以外の世帯員の有無を問わない。） 

その他 上記区分のいずれにも当てはまらない世帯 
 

 


